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茨城西南地方広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況について 

 

１．職員の任免及び職員数の状況 

 

（１）採用・退職者数の状況 

        ①採用者数の状況 

（令和６年４月２日～令和７年４月１日採用）        【単位：人】 

職 種 採用者数 

行政職 ２ 

消防職 １５ 

合 計 １７ 

 ※ 上記のほか再任用職員２名が採用されています。 

 

②退職者数の状況 

（令和６年度）                      【単位：人】 

区  分 退職者数 

定年退職 ３ 

勧奨退職 ３ 

普通退職 ９ 

再任用退職 ０ 

そ の 他 ０ 

合  計 １５ 

          ※ その他の内訳は死亡退職、免職をいいます。 

 

（２）職員数の状況  

（各年４月１日現在）                   【単位：人】 

項 目 令和５年 令和６年 令和７年 

職員数 ４７１ ４７４ ４７４ 

         ※ 人数には再任用職員（再任用短時間職員を除く）、任期付職員を含みます。 

 

（３）再任用職員及びフルタイム会計年度任用職員の状況 

（令和７年４月１日現在）                 【単位：人】 

区  分 職員数 

暫定再任用職員 ４ 

定年前再任用短時間勤務職員 ０ 

 一般任期付短時間職員 １ 

会計年度任用職員（フルタイム） ２ 
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（４）所属別職員数の状況（各年４月１日現在）              【単位：人】 

部  門 
職員数 

増減数 
令和６年 令和７年 

事務局 ７ ６ △１ 

小 計(A) ７ ６ △１ 

消防本部 ６７ ６９ ２ 

古河消防署 ４８ ４６ △２ 

住吉分署 １９ １９  

駅西出張所 ６ ６  

三和分署 １９ １９  

五霞分署 １９ １９  

下妻消防署 ５０ ５１ １ 

千代川分署 １９ １９  

上妻出張所 ６ ６  

高道祖出張所 ６ ６  

石下分署 １９ １９  

八千代分署 １９ １９  

坂東消防署 ５１ ５１  

寺久分署 １９ １９  

猿島分署 １９ １９  

飯島出張所 ６ ６  

七郷出張所 ６ ６  

境分署 １９ １９  

総和消防署 ３１ ３１  

上大野出張所 ６ ６  

小 計(B) ４５４ ４５５ １ 

利根老人ホーム １３ １３  

小 計(C) １３ １３  

合 計（（A）＋（B）＋（C）） ４７４ ４７４  
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（５）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）           【単位：人】 

区  分 人 数 区  分 人 数 

２０歳未満 ７ ４０歳 ～ ４３歳 ５６ 

２０歳 ～ ２３歳 ２７ ４４歳 ～ ４７歳 ４２ 

２４歳 ～ ２７歳 ８０ ４８歳 ～ ５１歳 ３８ 

２８歳 ～ ３１歳 ６２ ５２歳 ～ ５５歳 ２７ 

３２歳 ～ ３５歳 ７２ ５６歳 ～ ５９歳 ８ 

３６歳 ～ ３９歳 ５１ ６０歳以上 ４ 

  合  計 ４７４ 

※(２)、(４)、(５)には、再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員、 

一般任期付短時間職員は含みません。 

 

 

２．職員の人事評価の状況 

 

行政ニーズに的確に対応する職員を育成するために、全ての職員を対象に、仕事の成果を評価する「業績評価」と、 

職務遂行過程における行動や姿勢等を評価する「能力評価」により評価を行っています。その評価は職員の処遇に 

反映されるため、公平且つ正当な評価に努めています。 

 

 

３．職員の給与の状況 

 

（１）平均給料月額・平均給与月額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在） 

区 分 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

行政職 １９人 ２９８，８１１円 ３４０，３２７円 ４４歳８か月 

消防職 ４５５人 ３２２，１８８円 ４４４，５８６円 ３６歳３か月 

  ※ 平均給料月額は、職員の基本給の平均をいいます。 

  ※ 平均給与月額は、給料月額と扶養手当、住居手当、通勤手当等の諸手当を合計したものをいいます。 

 

 

（２）初任給の状況（令和７年４月１日現在）     【単位：円】 

区 分 大学卒 高校卒 

行政職 ２２０，０００ １８８，０００ 

消防職 ２５１，８００ ２２１，２００ 
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（３）主な職員手当の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 内   容 

期末手当 

勤勉手当 

期末手当         勤勉手当        

一般職員   ２．５０月分      ２．１０月分 

再任用職員  （ １．４０月分）   （ １．００月分） 

退職手当 

（令和７年度） 

【支給率】        （自己都合）        （勧奨・定年） 

勤続２０年    １９．６６９５月分    ２４．５８６８７５月分 

勤続２５年    ２８．０３９５月分    ３３．２７０７５月分 

勤続３５年    ３９．７５７５月分    ４７．７０９月分 

最高限度額    ４７．７０９月分     ４７．７０９月分 

【調整額】 

職員の在職期間のうち、職務の級等が高い方５年分（６０月分）の調整額 

（２１，７００円～５４，１５０円）を合計した額により算出します。 

【経過措置】 

定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算） 

（１）年齢５０歳以上、５８歳以下の者で勤続１０年以上の者 

（２）年齢５０歳未満の者で勤続２０年以上の者 

地域手当 
民間の賃金水準等を基礎として定められた地域に勤務する職員に支給 

（現在支給率 ２％） 

特殊勤務手当 

 

（著しく危険、不

快、不健康又は困難

な勤務その他特殊

な勤務で、給与上特

別の考慮を必要と

するその勤務の特

殊性に応じて支給） 

手当の名称 支給対象職員 主な対象業務 支 給 額 

消防業務に従事

する職員の特殊

勤務手当 

消防職員 

災害現場に出場し、消火作業、

救急作業、救助作業等に従事し

たとき 

出場１回につき

300円（PA連携は

200円） 

救急業務に従事し、患者を搬送

したとき 

出場１回につき

300円（救急救命

士は510円） 

特別救助隊員を命ぜられた者

が、救急業務に従事したとき 

出場１回につき 

500円 

災害又は事故現場において、潜

水深度 10 メートル未満までの

潜水業務に従事したとき 

１時間310円 

消防自動車又は救急自動車の

緊急自動車運転業務に従事し

たとき 

大型自動車300円 

中型自動車200円 

普通自動車150円 

緊急消防援助隊として大規模

な災害に出動し、災害救助法等

が適用されるなど人事院が定

める災害で活動に従事した場

合 

1日あたり1,080円 
（著しく危険と認
める区域で活動に
従 事 し た 場 合
2,160円） 
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夜間特殊業務手

当 

深夜（午後10時から翌日午前 5

時前の間）に消防の業務に従事

したとき 

勤務1回につき 

深夜の全部を含む

場合780円 

深夜の一部を含む

場合520円（深夜

における勤務時間

が2時間未満の場

合350円） 

扶養手当 

・子  １１，５００円 

・配偶者 ３，０００円（行政職給料表８級相当職員へは支給しない） 

・父母等 ６，５００円（行政職給料表８級相当職員は３，５００円） 

・扶養親族である子のうち満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子１人につ

き５，０００円加算 

住居手当 
・借家の場合（家賃１６，０００円を超える場合に限る） 

  家賃の額に応じて２８，０００円を限度に支給 

通勤手当 

・電車、バス等を利用する場合 

６か月定期の価額を基本として１か月あたり１５０，０００円まで支給 

・乗用車等を使用する場合  

使用距離等に応じて２，０００円～３１，６００円を支給 

管理職手当 

一般行政職 

事務局長  70,000円  

事務局長（任期付職員） 30,000円 

参事、利根老人ホーム所長 60,000円 

課長（相当職を含む。）、事務局次長 50,000円 

副参事  40,000円 

課長補佐（相当職を含む。） 35,000円 

利根老人ホーム所長（任期付職員） 20,000円 

消防職 

消防正監 消防長 75,000円 

消防監 
消防次長 62,000円 

消防職給料表７級に属する職員 58,000円 

消防司令長 
課長、署長 51,000円 

消防職給料表６級に属する職員 45,000円 

消防司令 消防職給料表５級に属する職員に限る 40,000円 
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（４）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 報 酬（年額） 

管 理 者 ７０，０００円 

副管理者 ６０，０００円 

議  長 ６０，０００円 

副 議 長 ５５，０００円 

議  員 ５０，０００円 

 

 

４．職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況 

 

（１）勤務時間（令和７年４月１日現在） 

   【一般行政職員及び日勤者の消防職員】 

     ・勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分 

     ・休憩時間：午後０時から午後 1時 

     ・週 休 日：日曜日及び土曜日 

   【隔日勤務の消防職員】 

     ・勤務時間：８週間を平均して１週４０時間 

【利根老人ホームに勤務する一般行政職員のうち支援員】 

     ・勤務時間：４週間を平均して１週４０時間 

 

（２）休日（令和７年４月１日現在） 

   【一般職員及び日勤者の消防職員】 

     ・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

     ・年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日） 

（３）休暇（令和７年４月１日現在） 

   年次休暇・・・４月１日を基準として、１年について通常２０日。年度の中途において新たに職員となる 

もの等は、当概年における在職期間に応じた日数。 

 

   療養休暇・・・職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認め 

られる場合。 

 

   特別休暇・・・選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別な事由により職員が勤務しないこと 

が相当であるものとして規則で定める場合。 

 

   介護休暇・・・配偶者、父母、子、配偶者の父母、生計を一にする親族で、負傷、疾病又は老齢により、職員 

が、２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務し 

ないことが相当であると認められる場合。 
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５．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

 

（１）分限処分者数（令和６年度）                        【単位：人】 

区   分 降 任 免 職 休 職 降 給 合  計 

勤務実績が良くない場合     ０ 

心身の故障の場合   １  １ 

職に必要な適格性を欠く場合     ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合 
    ０ 

刑事事件に関し起訴された場合     ０ 

  ※ 分限処分とは、公務能率の維持及びその適正な運営の確保という目的から、一定の事由がある 

場合に、職員の意に反して免職や休職などの処分を行うことをいいます。 

 

 

（２）懲戒処分者数（令和６年度）                        【単位：人】 

区   分 戒 告 減 給 停 職 免 職 合  計 

法令違反関係     ０ 

一般服務違反関係     ０ 

一般非行関係     ０ 

  ※ 懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があつた 

場合に、その道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的と 

して、職員に制裁として処分を行うことをいいます。 

 

 

６．職員の休業及び服務の状況 

 

（１）育児休業の取得者数（令和６年度の新規取得者）                     【単位：人】 

区 分 
育児休業

取得者数 

取得期間別の内訳 

６月以下 
６月超え 

１年以下 

１年超え 

１年６月以下 

１年６月超え

２年以下 

２年超え 

３年以下 

男性職員 １   １   

女性職員 １    １  

  ※ 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条の規定に基づき、職員は３歳に満たない子を養育するため、 

その子が３歳に達する日まで育児休業をすることができます。（育児休業期間中は、給与は不支給。） 
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（２）介護休暇の取得者数（令和６年度の新規取得者）                     【単位：人】 

区 分 
介護休暇

取得者数 

取得期間別の内訳 

１月以下 
１月超え 

２月以下 

２月超え 

３月以下 

３月超え 

４月以下 

４月超え 

５月以下 

５月超え 

６月以下 

男性職員 ０       

女性職員 ０       

 

 

７．職員の退職管理の状況 

 

  平成２８年４月１日施行の地方公務員法の一部改正により、退職管理の適正を確保するための措置を講ずること 

とされたことに伴い制定しました、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の退職管理に関する条例第３条に基づく、

届出件数は下記のとおりです。 

 

  （令和６年度） 

 内   容 件 数 

退職者の営利企業等への再就職情報の届出 ０件 
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８．職員の研修の状況 

 

（１）職員研修の状況（令和６年度） 

地方公務員法第３９条に「職員は勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければな

らない」とあります。 

 当事務組合では、個々の能力を十分に発揮し環境の変化に対応でき、かつ市民サービス向上のための政策実現

に貢献できる「人材」を戦略的に育成するための研修を実施しています。 

 

○専門・実務研修 

 与えられた職責を遂行し進化させるために必要な知識や技術などを身に付ける研修 

研 修 名 延べ人数 

危険物事故事例セミナー  

７９人 

救急救命処置に伴う研修  

ドローン操作研修  

通信シンポジウム  

潜水技術研修  

虐待防止研修 

業務継続計画BCP研修 

社会福祉施設等看護職員研修 

個人情報保護研修 

給与実務研修 

認知症介護基礎研修 

広報誌講座 

心理学講座 

相談員・施設介護支援専門員研修会 

表現講座 

業務改善力向上研修 

介護施設における法律実務研修 

法令技術研修 

契約事務研修 
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○派遣研修 

 高度な専門的知識や行政運営能力などを身に付けるために、消防大学校、消防学校などの専門研修期間に派遣 

（消防大学校） 

研 修 名 延べ人数 

専科教育第７５期幹部科 

４人 
専科教育第１１３期警防科 

専科教育第１８期危険物科 

NBCコース第１３回 

 

 

   （茨城県立消防学校） 

研 修 名 延べ人数 

初任教育初任科  

４０人 

特別教育水難救助課程  

専科教育救助科  

専科教育危険物科 

専科教育救急科  

専科教育警防科  

専科教育火災調査科  

専科教育特殊災害科  

 

 

   （救急救命研修所） 

研 修 名 延べ人数 

救急救命士研修 
３人 

指導救急救命士研修 
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９．職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）福利厚生制度 

   【茨城県市町村職員共済組合】 

     職員は、地方公務員等共済組合法第３条の規定に基づき設置された共済組合の組合員となっています。 

共済組合は、職員とその家族の病気や出産などに対する給付や年金の支給を行っています。また、福祉事業と

して生活習慣病検診の実施や住宅資金等の貸付などの各種事業を行っています。 

 

 

（２）公務災害認定件数    

年 度 認定件数 

令和６年度 ２件 

 

 

（３）ストレスチェック調査（令和６年度） 

平成２７年１２月に施行された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に基づき、ストレスチェック調査を 

実施しました。ストレスチェック調査の目的は、職員のストレス程度を把握し、職員自身のストレスへの気づき 

を促すとともに、職場改善につなげて働きやすい職場づくりを進めることによって、職員がメンタルヘルス不調 

となることを未然に防止する一次予防です。 

 

項 目 人 数 備 考 

対象者 ４７２人  

受験者 ４７０人 受験率   ９９．６％ 

 

 

（４）利益の保護の状況（令和６年度）            

区 分 件 数 

勤務条件に関する措置の要求 １件 

不利益処分に関する不服申立て ０件 

苦情処理 ０件 

※地方公務員法第４６条又は第４９条の２の規定に基づき、公平委員会に対して行う措置要求又は不服申立ての 

状況です。 
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１０．職員採用試験の状況（令和６年度実施） 

 

（１）主な試験期日 

   【消防職員】 

・１次試験（教養試験・適正検査・小論文試験）     令和６年 ９月２２日 

・２次試験（体力試験）                令和６年１０月１３日 

・３次試験（面接試験）                令和６年１１月 １日 

 

 

（２）試験結果                         

区 別 申込者数 Ａ 採用者数 Ｂ 倍 率 【Ａ／Ｂ】 

消防職 
４３人 

（１人） 

１５人 

（１人） 

３．４９倍 

（－） 

  ※（ ）内は、女性数を示したものです。 


